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 昨年１２月７日に原子力委員会に提出された原子力損害賠償制度専門部会報告書及びこ
れを受けた原子力委員会決定を踏まえ、原賠法改正が行われところであるが、専門部会報告
書において、中長期的検討課題とされた諸点についての具体的検討を進めることが求めら
れている。  これを受けて、今回の法改正後における原子力損害賠償制度に関する検討課
題への取組みに向けた体制整備を行う。具体的には、関係する分野の専門家を含めた検討を
行うため、適切な法人を選定した上で、委託調査を行わせることとする。 
 
１．検討事項 
① よりきめ細かな被害者救済を目指すという観点から、無限責任制度との整合性をも考慮
しつつ、多様な損害の認定基準や弁済手続きに関する支払い基準を作成すること等も視
野に入れて、原子力損害の概念について中長期的に検討。 

② 死亡又は身体障害に係る賠償請求権の除斥期間について、今後の国際的動向及び他の法
制度への影響等をも考慮しつつ、現行の２０年から３０年に変更する方向で慎重に検討。 

③ 政府補償契約を含めた今後の損害賠償措置の在り方について、原子力損害賠償制度に関
する国際的な動向を含めて検討。 

④ 核物質の国際輸送における損害賠償法制の整理等、国際的な原子力損害賠償制度に関す
る検討。  

２．検討体制 
 委託先法人に、関係分野の専門家による検討を行うための研究会を置き、委託先法人は研
究会の事務局業務を行う。 
 研究会においては、検討状況等に応じて適宜、個別の検討事項を担当する WG を設置す
るものとする。また、研究会のメンバーとしては、大局的・総合的見地からの知見が期待さ
れる大学教授等の専門家のみならず、WG等において実質的な検討作業を行うことが期待さ
れる助教授、講師クラスを含めるものとして検討するものとする。 



 
 
３．検討期間・予算 
 検討期間は３年程度。初年度は５００万円程度の委託契約を想定（科学技術調査資料作成
委託費） 
 


